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(54)【発明の名称】 患者モニタ装置

(57)【要約】
【課題】  内視鏡検査中、患者の無呼吸状態等の異常を
速やかに発見するのに適した患者モニタ装置を提供す
る。
【解決手段】  内視鏡４により内視鏡検査が行われる患
者３の口部に取り付けられる患者取付部２９にはチュー
ブ８の先端側が取り付けられ、このチューブ８を介して
その他端が接続された二酸化炭素測定装置８により、患
者３が呼吸した際の呼気中の二酸化炭素量を算出して表
示部３１でリアルタイムで表示すると共に、ケーブル３
３を介して算出された二酸化炭素量のデータをビデオプ
ロセッサ６に送り、ビデオプロセッサ６は内視鏡４の撮
像素子に対する信号処理いより生成した内視鏡画像の映
像信号に二酸化炭素量のデータを重畳してモニタ７に出
力し、モニタ７に内視鏡画像と共に二酸化炭素量のデー
タをリアルタイムで表示する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  患者の呼吸状態をリアルタイムで測定す
る測定手段と、
前記測定手段の少なくとも一部を患者に取り付ける取り
付け手段と、
前記測定手段により測定した情報を内視鏡装置によりユ
ーザに告知する告知手段と、
を設けた患者モニタ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は内視鏡検査時におけ
る患者の呼吸状態をリアルタイムでモニタする患者モニ
タ装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】一般に、内視鏡検査では、例えば雑誌
「消化器内視鏡」Ｖｏｌ．１３  Ｎｏ．２  ２００１  
ＰＰ２５８－２６０に記載されているように患者の検査
に対する不安感を抑えるなどの目的で鎮静剤を用いなが
ら検査を実施することがよくある。但し、鎮静剤を用い
ると、場合によっては呼吸抑制・停止などを引き起こ
し、応急処置が必要となる可能性もあった。
【０００３】そこで、従来は、患者の呼吸状態に異常が
ないかどうかを知る為に、パルスオキシメータで患者の
血中飽和度を測定するモニタリングが行われていた。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】従来のパルスオキシメ
ータによる血中酸素飽和度測定では、仮に患者が無呼吸
状態になったとしても、酸素飽和度が顕著に下がり出す
までには数分というタイムラグがあった。
【０００５】このタイムラグがあると、患者はその間と
応急処置をしている間は無呼吸状態が続くので、リカバ
リーに時間がかかってしまう。更に、酸素補給を行って
いると、ますます酸素飽和度の低下が検出されにくくな
り、無呼吸状態の発見が遅れてしまう傾向がある。
【０００６】（発明の目的）本発明は、上述した点に鑑
みてなされたもので、内視鏡検査中、患者の無呼吸状態
等の異常を速やかに発見するのに適した患者モニタ装置
を提供することを目的とする。また、患者の呼吸状態を
内視鏡検査中に把握し易い状態でモニタできる患者モニ
タ装置を提供することも目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】患者の呼吸状態をリアル
タイムで測定する測定手段と、前記測定手段の少なくと
も一部を患者に取り付ける取り付け手段と、前記測定手
段により測定した情報を内視鏡装置によりユーザに告知
する告知手段と、を設けることにより、患者の呼吸状態
をリアルタイムで測定し、さらのその測定した情報を内
視鏡装置によりユーザに告知することで、ユーザは内視
鏡検査中に、患者の呼吸状態を把握し易く、呼吸状態に
異常が出た場合、速やかな発見とそれに対する処置を行
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い易いようにしている。
【０００８】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態を説明する。
（第１の実施の形態）図１ないし図４は本発明の第１の
実施の形態に係り、図１は第１の実施の形態を備えた内
視鏡装置の全体構成を示し、図２は二酸化炭素測定装置
の患者取付部付近の構造を示し、図３はビデオプロセッ
サの概略の構成を示し、図４はモニタの表示面に設けた
呼吸情報表示エリアでの呼吸情報の表示例を示す。
【０００９】図１に示すように本発明の第１の実施の形
態を備えた内視鏡装置１は、検査ベッド２に載置される
患者３に対して内視鏡検査を行うための内視鏡４と、こ
の内視鏡４に照明光を供給する光源装置５と、この内視
鏡４に内蔵された撮像素子に対する信号処理を行うビデ
オプロセッサ６と、このビデオプロセッサ６により生成
された映像信号が入力されることにより、撮像素子で撮
像した内視鏡画像を表示するモニタ７と、患者３の呼吸
状態をリアルタイムで測定する患者モニタ装置、具体的
には呼吸により生成される二酸化炭素の発生量状態をリ
アルタイムで測定する二酸化炭素測定装置８とを備えて
構成される。
【００１０】内視鏡４は、患者３の口腔から挿入される
細長で可撓性を有する挿入部１１と、この挿入部１１の
後端に設けられた操作部１２と、この操作部１２の側部
から延出されたユニバーサルコード１３とを有し、この
ユニバーサルコード１３の端部のコネクタ１４は光源装
置５に着脱自在で接続される。
【００１１】上記挿入部１１は硬質の先端部１５と、湾
曲自在の湾曲部１６と、可撓性を有する長尺の可撓部１
７とから構成される。
【００１２】光源装置５はコネクタ１４のライトガイド
端面に照明光を供給する。この照明光は、ユニバーサル
コード１３、挿入部１１内を挿通されたライトガイドに
より伝送され、挿入部１１の先端部１５に設けた照明窓
から出射し、患部等の被写体を照明する。
【００１３】照明された被写体は照明窓に隣接して設け
た観察窓に取り付けた対物レンズにより、その焦点面に
光学像が結像される。その焦点面には撮像素子として例
えばＣＣＤ１８（図２参照）が配置されており、光学像
は光電変換される。
【００１４】このＣＣＤ１８は、内視鏡４内及びコネク
タ１４に接続された接続ケーブル１９によりビデオプロ
セッサ６に接続される。図２に示すようにビデオプロセ
ッサ６にはＣＣＤ駆動回路２１が設けてあり、ＣＣＤ駆
動回路２１からの駆動信号をＣＣＤ１８に印加すること
により、光電変換された信号電荷が読み出され、映像信
号生成回路２２に入力され、映像信号が生成され、スー
パインポーズ回路２３を経てモニタ７に出力され、図１
に示すモニタ７の表示面７ａにおける内視鏡画像表示エ
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リア７ｂに内視鏡画像を表示する。
【００１５】図１に示すように検査ベッド２の底面には
キャスタ２０が取り付けてあり、検査ベッド２を容易に
移動できるようにしている。この検査ベッド２の例えば
長手方向の一端の立設部には二酸化炭素測定装置８の本
体８ａに設けたフック２６により本体８ａが着脱自在に
取り付けられている。
【００１６】この本体８ａの例えば上面部に設けた接続
部２７にその一端が接続されたチューブ２８の他端に
は、患者３に着脱自在で取り付ける患者取付部２９が設
けてある。そして、この患者取付部２９から患者３の呼
吸により生成される二酸化炭素をチューブ２８を介して
本体８ａに取り込む。
【００１７】この本体８ａはその内部の二酸化炭素検出
センサでチューブ２８による呼気から二酸化炭素量に対
応した信号を検出し、さらにその検出信号に対して二酸
化炭素量を算出する信号処理を行う信号処理部を有す
る。また、この信号処理部により二酸化炭素量を表示可
能な信号にし、本体８ａの前面に設けた表示部３１でそ
の測定した二酸化炭素量を表示する。
【００１８】また、この本体８ａの側部に設けた接続部
３２には接続ケーブル３３の一端（のコネクタ）が接続
され、この接続ケーブル３３の他端（のコネクタ）はビ
デオプロセッサ６の接続部３４に着脱自在で接続され
る。そして、この接続ケーブル３３により、二酸化炭素
測定装置８で測定した二酸化炭素量のデータをビデオプ
ロセッサ６側に伝送できるようにしている。
【００１９】図２に示すようにビデオプロセッサ６内に
は、ＣＣＤ駆動回路２１及び映像信号処理回路２２を制
御するコントローラ２４を有し、このコントローラ２４
は通信インタフェース（図２では通信Ｉ／Ｆと略記）２
５を介して接続部３４と接続され、二酸化炭素測定装置
８で測定した二酸化炭素量のデータを取り込むことがで
きるようにしている。
【００２０】また、このコントローラ２４は取り込んだ
データをリアルタイムでスーパインポーズ回路２３に出
力し、このスーパインポーズ回路２３により、映像信号
処理回路２２側からの内視鏡画像の映像信号に二酸化炭
素量のデータをスーパインポーズしてモニタ７側に出力
し、図１に示すようにモニタ７の表示面７ａにおける例
えば左下付近の呼吸情報表示エリア７ｃで、測定した二
酸化炭素量のデータをリアルタイムで表示できるように
している。
【００２１】図３は患者取付部２９の詳細な構成を示
す。図３に示すように、患者取付部２９は患者３の口部
３５に取り付けられ、内視鏡挿通孔（挿入部挿通孔）３
６が設けられたマウスピース３７により形成されてい
る。このマウスピース３７は略円筒状で、その両端がフ
ランジ状に突出し、それらの間の凹部に患者３の歯列が
入り、マウスピース３７を保持する形状となっている。
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【００２２】このマウスピース３７における（口部３５
の）出口側の端部のフランジ部の一部をさらに突出させ
て突出部を設け、その突出部に２つ設けた孔３８には鼻
装着チューブ３９がそれぞれ挿通され、鼻装着チューブ
３９の先端の各鼻装着部４０は患者３の鼻の各孔にそれ
ぞれ装着される。
【００２３】２本の鼻装着チューブ３９の基端は分岐管
体４１で１つの管路となり、この管路に接続されたチュ
ーブ２８により本体８ａに接続される。なお、鼻装着部
４０は鼻装着チューブ３９に着脱自在にして、交換でき
るようにしても良い。
【００２４】また、マウスピース３７の孔３８に鼻装着
チューブ３９を着脱自在に挿通する構造にしても良い。
【００２５】このように本実施の形態では、患者３が呼
吸する際に発生する二酸化炭素量をリアルタイムで測定
する二酸化炭素測定装置８に接続された二酸化炭素取り
込み用のチューブ８の先端を患者取付部２９により患者
３の口部３５に取付け、二酸化炭素測定装置８により測
定した二酸化炭素量の情報を内視鏡装置１を構成するビ
デオプロセッサ６に転送し、内視鏡画像を表示するモニ
タ７で測定した二酸化炭素量の情報を表示することによ
り、内視鏡検査を行う術者等のユーザに呼吸状態の情報
を告知して、内視鏡検査中にも患者３の呼吸状態を把握
し易いようにしている。
【００２６】次に本実施の形態の作用を説明する。内視
鏡検査を行う前に、図３に示すように患者３の口部３５
にマウスピース３７を装着する。このマウスピース３７
はその外周の凹部に患者３の歯列が入る（噛む）ように
する。
【００２７】同時に、各鼻装着部４０を患者３の鼻の各
孔に入れて固定する。こうすることで、患者３の呼気が
鼻装着部４０、鼻装着チューブ３９、分岐管体４１、チ
ューブ２８を通って二酸化炭素測定装置８の本体８ａに
達し、本体８ａ内部のセンサにより呼気による空気中の
二酸化炭素量をリアルタイムで測定（検出）する。
【００２８】そのセンサの検出信号はさらに信号処理部
で表示可能な信号等に変換され、この二酸化炭素測定装
置８の本体８ａに設けた表示部３１で測定された二酸化
炭素量がリアルタイムに表示されると共に、信号処理部
を構成する通信インタフェースを介して通信可能なデー
タに変換されてケーブル３３によりビデオプロセッサ６
にも伝送される。
【００２９】ビデオプロセッサ６に入力されるデータ
は、通信インタフェース２５を介してコントローラ２４
に入力され、コントローラ２４は入力されたデータをリ
アルタイムでスーパインポーズ回路２３に出力し、モニ
タ７の表示面７ａにはその内視鏡表示エリア７ｂには内
視鏡画像が、呼吸情報表示エリア７ｃには二酸化炭素量
がリアルタイムで表示される。
【００３０】このようなリアルタイム表示により、術者
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等のユーザは、常に患者３の呼吸状態を把握することが
できる。特に、術者は、内視鏡検査を行っている最中は
内視鏡画像に神経が集中し、周囲の状況が見えにくくな
っている場合があるが、本実施の形態では内視鏡画像を
表示するモニタ７に呼吸情報を表示する呼吸情報表示エ
リア７ｃが設けてああるので、患者３の呼吸状態を常
時、把握し易い。
【００３１】呼吸情報表示エリア７ｃで二酸化炭素量を
表示する場合、時々刻々の二酸化炭素量を示す数値での
表示でも良い。また、図４に示すように数秒、ないしは
数十秒前から現時点に至る二酸化炭素量の変化具合を表
すグラフ表示（例えば、縦軸が二酸化炭素量、横軸が時
間）を行うようにしても良い。
【００３２】このため、図２に示すコントローラ２４内
等にメモリ２４ａを設け、このメモリ２４ａに二酸化炭
素測定装置８から送られるデータを記憶し、現時点より
少し前の時点から現時点のデータをグラフ表示のデータ
に加工してスーパインポーズ回路２３に出力し、図４に
示すように表示できるようにしている。
【００３３】このようなグラフ表示であれば、患者３の
呼吸状態の変化具合が分かるので、呼吸停止が起きてい
なくても徐々に停止する方向に向かっていること等が容
易に察知することも可能となる。
【００３４】なお、このようにグラフ表示する場合、数
秒、数十秒前から現時点に至る二酸化炭素量の変化具合
を比較的短いスパンで表すグラフ表示部と、より長いス
パンで、例えば内視鏡検査開始時から現時点に至る二酸
化炭素量の変化具合を表すグラフ表示部とを２段にして
表示するようにしても良い。
【００３５】また、図２のコントローラ２４内に比較回
路２４ｂを設け、入力されるデータの値を基準とする所
定の値と比較し、入力される二酸化炭素量がこの所定の
値を下回る場合に、スーパインポーズ回路２３側に出力
する際に表示色を変更（例えばＲＧＢの各色信号に二酸
化炭素量の値、キャラクタなどを出力して白色で表示し
ていたのをＲの色信号にのみ二酸化炭素量の値などを出
力して赤色で表示）してモニタ７で表示される二酸化炭
素量の表示の色を変更するようにして、ユーザにそのこ
とを告知するようにしても良い。
【００３６】或いはモニタ７のスピーカにより警告音を
発生させてユーザに告知するようにしても良い。そのこ
とで、患者３の呼吸状態に異常があると、即座に、かつ
明確にユーザが認知できる。従って、速やかに対応する
処置を施すことも可能となる。
【００３７】なお、呼吸情報表示エリア７ｃの範囲は、
図１に示すように内視鏡表示エリア７ｂに一部が重なる
ように表示しても良い。或いは内視鏡表示エリア７ｂの
外であっても良い。図１に示すように内視鏡表示エリア
７ｂに一部が重なるように呼吸情報表示エリア７ｃを設
定して表示すると、それだけ大きな表示ができるので、
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ユーザは認識し易いというメリットがある。
【００３８】また、内視鏡表示エリア７ｂの外の場合
は、内視鏡表示エリア７ｂの内視鏡画像がより確実に見
易いというメリットがある。従って、ユーザが呼吸情報
表示エリア７ｃの範囲を選択設定できるようにしても良
い。
【００３９】上述のように二酸化炭素測定装置８にも表
示部３１があるので、この表示部３１で二酸化炭素量を
示す数値など、簡単な表示ができる。但し、二酸化炭素
測定装置８は極力コンパクトで安価にしたいとのニーズ
から表示部３１はサイズが小さく、簡易なものとする
か、或いは無くしてしまい主要な表示はモニタ７の呼吸
情報表示エリア７ｃにおいて表示する方が、前記ニーズ
を達成し易い。
【００４０】さて、二酸化炭素量が所定の数値を下回っ
た場合（つまり、呼吸抑制や無呼吸が発生した場合）、
ユーザが二酸化炭素測定装置８や内視鏡装置１の一部に
設けられたスイッチを操作すると、モニタ７の呼吸情報
表示エリア７ｃに応急処置の指示内容（例えば関連学会
が提示しているガイドライン等）が表示されるようにし
ておくと良い。
【００４１】このため、上記メモリ２４ａ或いはコント
ローラ２４の外部に設けたフラッシュメモリ等の応急処
置情報記憶手段に応急処置の指示内容の情報を予め記憶
しておき、上記スイッチが操作された場合に、その操作
をコントローラ２４で検知して、応急処置情報記憶手段
の情報を読み出してスーパインポーズ回路２３を経てモ
ニタ７に出力し、応急処置の指示内容を表示できる機能
を備えるようにしても良い。
【００４２】呼吸停止の発生などの緊急時、スタッフは
精神的に慌ててしまったり、冷静さを失う可能性があ
り、適切な応急処置が出来なくなる可能性がある。そこ
で、上記のような機能があることで、モニタ７に応急処
置情報が示され、それに従って適切な行動をとることが
し易くなる。
【００４３】勿論、その応急処置情報は表示部３１に出
力されるようになっていても良い。モニタ７に表示され
る場合、内視鏡表示エリア７ｂの内視鏡画像と重ねて表
示されても良いし（内視鏡を適切な状態に保ち易い）、
内視鏡画像が一旦消えて応急処置情報が明確に表示され
ても良い（ユーザが理解し易い）。また、データが所定
値に達すると、自動的に上記応急処置情報が表示された
り、或いは自動的に、応急処置情報を表示するかどうか
の選択を問う文が表示され、ユーザが表示するかどうか
を選択できるようにしても良い。
【００４４】内視鏡検査が終わると、ケーブル３３を二
酸化炭素測定装置８から外し、検査ベッド２を二酸化炭
素測定装置８が付いたままリカバリルームに運び、そこ
でも引き続き二酸化炭素測定装置８によるモニタリング
をしても良い。勿論、二酸化炭素測定装置８にはバッテ
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7
リが内蔵されている。
【００４５】また、二酸化炭素量が所定の値以下になる
と、警告音を出すスピーカ機能もあり、それによって万
が一、患者３の呼吸状態に異常があると音で告知するの
で、患者３がリカバリするまでの間、常に誰かが監視し
ている手間も無くせる。なお、二酸化炭素測定装置８に
は、呼吸状態測定機能だけでなく、血圧測定や、心電図
測定の機能を持つようにして、患者３の心肺系機能を総
合的にモニタリングできるようにしても良い。
【００４６】患者３がリカバリした後は、チューブ２８
を二酸化炭素測定装置８から取り外す。チューブ２８と
患者取付部２９（マウスピース３７、鼻装着チューブ３
９、鼻装着部４０、分岐管体４１）は洗浄とオートクレ
ーブ滅菌（高温高圧水蒸気滅菌）する等して、使い回し
ても良いし、ディスポ（使い捨て）でも良い。
【００４７】硬質樹脂からなるマウスピース３７はオー
トクレーブ滅菌に対して強い耐性を持たせ易いので、マ
ウスピース３７はリユース（再利用）とし、鼻装着チュ
ーブ３９やチューブ２８等の軟性チューブはディスポに
する等しても良い。いずれにせよ、チューブ２８が二酸
化炭素測定装置８から外せることで、同じ二酸化炭素測
定装置８を多数症例で使い回す場合も、チューブ２８、
取付部２９だけを患者３毎に交換すれば良い良好な衛生
状態を確保して使い回せる。
【００４８】本実施の形態は以下の効果を有する。内視
鏡検査中、患者３の呼吸状態を確実にモニタでき、呼吸
状態に処置が必要な事態が発生した場合、その事態をユ
ーザは速やかに認識できる。従って、処置が必要な事態
が発生した場合、速やかな対応がし易い。
【００４９】（第２の実施の形態）次に本発明の第２の
実施の形態を図５及び図６を参照して説明する。図５は
本発明の第２の実施の形態における患者取付部を示し、
図６は図５のＡ－Ａ断面を示す。
【００５０】本実施の形態は第１の実施の形態と構成が
異なる患者取付部２９Ｂを採用している。図５に示すよ
うに本実施の形態における患者取付部２９Ｂは、内視鏡
挿通孔３６を設けたマウスピース３７には（二酸化炭素
測定装置８に接続される）チューブ２８の端部が直接接
続される接続部４５が設けてある構成となっている。つ
まり、患者取付部２９Ｂはマウスピース３７で構成され
る。
【００５１】このマウスピース３７にチューブ２８が接
続される接続部４５部分を図６に示す。つまり、マウス
ピース３７には、チューブ２８を接続するための口金を
突設して接続部４５が形成され、この口金にチューブ２
８の端部が着脱自在に取り付けられる。そして、この口
金の中空部に連通する孔４６により、患者３の口部３５
からの呼気をチューブ２８を介して二酸化炭素測定装置
８の本体８ａに導き、その二酸化炭素量を測定するよう
にしている。
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【００５２】第１の実施の形態では、患者３の鼻からの
呼気から二酸化炭素量を測定していたが、本実施の形態
では口部３５からの呼気から二酸化炭素量を測定するよ
うにしている。
【００５３】なお、図５に示すようにマウスピース３７
の内視鏡挿通孔３６には、例えばゴム製のシール部材４
７が取り付けてあり、内視鏡挿通孔３６に挿入部１１が
挿通された場合に、シール部材４７により内視鏡挿通孔
３６の内壁が挿入部１１の外周面に密着して、患者３が
呼吸した場合にその呼気が極力漏れないようにして、精
度良く二酸化炭素量を測定できるようにしている。その
他の構成は第１の実施の形態と同様である。
【００５４】次に本実施の形態の作用を説明する。この
患者取付部２９Ｂを患者３の口部３５に取付け、患者３
に口で呼気してもらうようにする。その他の作用は第１
の実施の形態とほぼ同様である。本実施の形態は第１の
実施の形態に比較して、患者取付部２９Ｂの構成、部品
点数を削減でき、低コストで実現できる。
【００５５】なお、下部消化器検査を行う場合には、肛
門から内視鏡の挿入部を挿入して内視鏡検査を行うた
め、マウスピース３７に内視鏡挿通孔３６を設ける必要
は無い。このため、下部消化器検査の場合には、内視鏡
挿通孔３６の無いマウスピースで患者取付部２９Ｂを形
成できる。この場合には、呼気の漏れをより確実に防止
でき、精度が高い測定が可能となる。本実施の形態は第
１の実施の形態と同様の効果を有すると共に、より低コ
ストで実現できる効果を有する。
【００５６】（第３の実施の形態）次に本発明の第３の
実施の形態を図７を参照して説明する。図７は本発明の
第３の実施の形態の二酸化炭素測定装置を示す。この二
酸化炭素測定装置５１は、患者３への患者取付部の機能
と酸素補給の機能を行うための酸素マスク５２に取り付
けられ、二酸化炭素を検出する検出部５３と、この検出
部５３で検出した信号を伝送する信号線５４と、この信
号線５４により伝送された信号から二酸化炭素量を算出
する信号処理を行う信号処理部５５とからなる。
【００５７】患者３の口と鼻付近を覆う酸素マスク５２
は伸縮するゴムバンド５６により患者３の頭部に装着固
定される。この酸素マスク５２の内側に検出部５３が取
り付けられ、患者３の呼気による二酸化炭素量を検出
し、信号線５４を介して信号処理部５５に伝送する。
【００５８】また、この酸素マスク５２は酸素チューブ
５７により酸素を供給する図示しない酸素ボンベなどに
接続され、酸素マスク５２の内側に酸素を補給（供給）
できるようにしている。
【００５９】なお、第１の実施の形態では、検出部（具
体的には二酸化炭素検出センサ）と信号処理部とが一体
化されて二酸化炭素測定装置８を構成していたが、本実
施の形態では検出部５３と信号処理部５５とが分離され
て信号線５４で接続された構成となっている。
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【００６０】そして、信号処理部５５は第１の実施の形
態と同様に、接続部３２に着脱自在のケーブル３３によ
り、ビデオプロセッサ６と接続される。その他は第１の
実施の形態と同様の構成である。
【００６１】次に本実施の形態の作用を説明する。鎮静
剤の使用下で、内視鏡検査を実施する場合、時として酸
素補給が必要となる場合がある。本実施の形態では、患
者３への酸素マスク５２の装着により酸素チューブ５７
を介して酸素を患者３に補給しながら、患者３の呼気の
二酸化炭素量を検出部５３で検出する。
【００６２】この検出した信号を信号線５４により信号
処理部５５に伝送する。そして、表示部３１で二酸化炭
素量をリアルタイム表示すると共に、ケーブル３３でビ
デオプロセッサ６に伝送し、モニタ７の呼吸情報表示エ
リア７ｃで二酸化炭素量をリアルタイム表示する。
【００６３】本実施の形態では、検出部５３が信号処理
部５５から切り離されて、この検出部５３が患者３によ
り近い患者取付位置付近に配置されているので、第１の
実施の形態におけるチューブ２８で伝送する時間遅延も
無くなり、よりリアルタイムの表示を行うことができ
る。また、測定精度も向上できる。
【００６４】また、検出部５３が信号処理部５５に対し
て（信号線５４等を介して）着脱自在であれば、検出部
５３が長期の使用で特性が劣化したような場合に簡単に
新品と交換できるメリットがある。
【００６５】なお、検出部５３は本実施の形態では呼気
の二酸化炭素量を検出するセンサであるが、その変形例
として例えば呼気の圧力を測定する圧力センサ等の検出
器でも良い。この場合、呼気の圧力変動を表示部３１と
呼吸情報表示エリア７ｃでリアルタイムで表示し、ユー
ザが患者３の呼吸状態をリアルタイムで把握できるよう
にする。圧力センサの方が、二酸化炭素センサよりもコ
ストを低減化することがし易いメリットがある。
【００６６】本実施の形態は、患者３に対して酸素補給
を行いながらの検査中に、患者３の呼吸状態をリアルタ
イムで把握できる効果がある。
【００６７】（第４の実施の形態）次に本発明の第４の
実施の形態を図８を参照して説明する。図８は本発明の
第４の実施の形態の呼吸状態測定装置を示す。本実施の
形態の呼吸状態測定装置６１は、患者３に取り付け用バ
ンド６２を設けた検出部６３と、この検出部６３で検出
した信号を伝送する信号線５４と、信号処理部５５とか
ら構成される。
【００６８】検出部６３は両側にバンド６２が延出さ
れ、バンド６２の両端の粘着テープ等の固定部６４を患
者３の腹部の側面部等に固定できるようにしている。検
出部６３には例えば加速度センサが組み込まれており、
患者３が呼吸をした時の例えば腹部の揺れ（膨張・収
縮）を検出する。つまり、本実施の形態では呼吸状態
を、腹部での揺れによる運動測定を行う。上記腹部の揺
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れにより、加速度センサに作用する加速度の値に対応し
た信号を発生する。
【００６９】この信号は信号線５４により信号処理部５
５に伝送され、信号処理部５５ではその信号から腹部の
変位量等の値を算出する。そして、算出した値を呼吸情
報として、表示部３１で表示すると共に、ケーブル３３
でビデオプロセッサ６側にそのデータを転送し、モニタ
７でリアルタイムの情報表示を行う。その他は第３の実
施の形態と同様である。
【００７０】本実施の形態の作用としては、患者３の呼
気による呼吸状態を検出するのでなく、腹部の変位測定
で呼吸状態を検出する。
【００７１】従って、本実施の形態によれば、患者の顔
面への検出部５３等の器具を装着する必要がなく、患者
への負担を軽減できるし、患者３との会話や、内視鏡検
査（特に上部消化器）にとって全く邪魔にならないメリ
ットがある。
【００７２】ところで、上部消化管内視鏡では、できる
だけ内視鏡を細くして、患者がより楽に検査を受けたい
というニーズがある。また、そうすることは、鎮静剤の
使用を極力減らし、呼吸抑制や無呼吸の発生の可能性を
下げることにも繋がってくる。このため、図９及び図１
０を参照して、細いが十分な検査性能を有する構造の内
視鏡を説明する。
【００７３】図９に示すように、外付けチャンネルタイ
プの内視鏡４ａは、その挿入部１１ａが先端部１５ａ、
湾曲部１６ａ、可撓部１７ａにより構成されている。こ
の挿入部１１ａの先端部１５ａに先端キャップ７１が着
脱自在で固定され、この先端キャップ７１に処置具挿通
チャンネル（を形成するチューブ）７２の先端が一体的
に固定されている。つまり、先端キャップ７１と処置具
挿通チャンネル７２は外付けチャンネルユニット７３を
形成している。
【００７４】また、この外付けチャンネルタイプの内視
鏡４ａは、第１の実施の形態で説明したマウスピース３
７と類似したマウスピース３７′に挿通され、このマウ
スピース３７′の孔３８に鼻装着チューブ３９を通して
患者３の呼吸状態を検出できるようにしている。
【００７５】図１０は可撓部１７ａ及び処置具挿通チャ
ンネル７２が挿通された状態のマウスピース３７′を示
す。先端キャップ７１は先端部１５ａや処置具挿通チャ
ンネル７２に被さっているので、先端部１５ａや処置具
挿通チャンネル７２より大きな外径を有するが、マウス
ピース３７′に設けた内視鏡挿通孔７４は先端キャップ
７１の外径を少なくとも所定の回転方向であれば挿通可
能である。
【００７６】この内視鏡挿通孔７４の長辺側の孔径（孔
幅）Ｗは、可撓部１７ａの外径Ｄと処置具挿通チャンネ
ル７２の外径ｄを足した値Ｄ＋ｄより大きい（つまり、
Ｗ＞Ｄ＋ｄ）。しかし、内視鏡挿通孔７４の短辺側の孔
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径（孔幅）Ｈは、可撓部１７ａの外径Ｄと処置具挿通チ
ャンネル７２の外径ｄを足した値Ｄ＋ｄより小さい（つ
まり、Ｗ＜Ｄ＋ｄ）。
【００７７】次にこの場合の作用及び効果を説明する。
一般的に、内視鏡は、挿入部を細くすればするほど、サ
イズが小さいＣＣＤを使って画質を落とすか、処置具挿
通チャンネルのサイズを小さくして、小さな処置具しか
使えないような処置性能を犠牲にするなど、何らかの機
能が犠牲になる。
【００７８】しかし、本実施の形態では、例えば挿入部
１１ａには処置具チャンネルを設けずに、挿入部１１ａ
を極力細くし、その代わり、外付けチャンネルユニット
７３を外付けにすることで、処置性能を確保できる。
【００７９】この場合、外付けチャンネルタイプの内視
鏡４ａのある方向はＤ＋ｄとなり、大きな数値となる
が、方向によってはＤだけのサイズとなる。例えばＤが
４ｍｍ、ｄが３．４ｍｍで、もし処置具挿通チャンネル
７２を挿入部１１ａ内部に組み込んだ場合は外径Ｄ１が
６．５ｍｍになったとすると、挿入部１１ａの部分によ
って７．４ｍｍになって外径Ｄ１より大きくなったり、
４ｍｍで外径Ｄ１より小さくなったりする。
【００８０】患者３の咽頭部通過を考えた場合、人間の
咽頭部は真円ではないので、その偏平な方が、患者３に
とって楽になる可能性がある。つまり、６．５ｍｍの円
形物より、４ｍｍと７．４ｍｍの偏平形状の方が、患者
咽頭により優しい刺激となりうる。
【００８１】ただし、もし、内視鏡手元を捻ったとき
に、この偏平形状（Ｄ＋ｄの部分）がそのまま捻れる
と、患者咽頭部を刺激することになるので、マウスピー
ス３７′の内視鏡挿通孔７４がそれを規制するようにな
っている。
【００８２】つまり挿入部１１ａ手元（操作部など）を
捻ると、可撓部１７ａは回転するが、処置具挿通チャン
ネル７２は内視鏡挿通孔７４においてはＨ＜Ｄ＋ｄの関
係により可撓部１７ａの周囲をほとんど回転できない
（処置具挿通チャンネル７２自体は多少回るが）。マウ
スピース３７′は患者咽頭部に比較的近いので、ここで
可撓部１７ａと処置具挿通チャンネル７２の配列が所定
の位置関係に規制されることで、患者３にとって咽頭部
の刺激が少なく、より楽な検査が受けられる。なお、上
述した各実施の形態等を部分的等で組み合わせて構成さ
れる実施の形態んども本発明に属する。
【００８３】［付記］
１．患者の呼吸状態をリアルタイムで測定する測定手段
と、前記測定手段の少なくとも一部を患者に取り付ける
取り付け手段と、前記測定手段により測定した情報を内
視鏡装置によりユーザに告知する告知手段と、を設けた
患者モニタ装置。
【００８４】２．付記１において、測定手段は呼気中の
二酸化炭素量を測定する。 *
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*３．付記１において、取り付け手段はマウスピースであ
る。
４．付記１において、取り付け手段は酸素補給機能を兼
ねる。
５．付記１において、告知手段は、内視鏡画像モニタ上
への表示である。
【００８５】６．付記１において、測定手段は患者腹部
の運動測定を行う。
７．付記１において、告知手段は、測定データが所定の
値に達したときに特有の告知を行う。
８．付記７において、告知手段は、応急処置に関する情
報の表示を含む。
９．付記１において、告知手段は、呼吸状態を時間的変
化の特性を持つ表示形態で告知する。
【００８６】１０．撮像手段を備えた内視鏡の挿入部を
患者に挿入し、前記撮像手段で撮像した画像をモニタに
表示する内視鏡装置において、患者の呼吸状態をリアル
タイムで測定する測定手段と、前記測定手段の少なくと
も一部を患者に取り付ける取り付け手段と、前記測定手
段により測定した情報を前記モニタでユーザに告知する
告知手段と、を設けたことを特徴とする内視鏡装置。
【００８７】１１．前記測定手段は測定された情報を、
信号ケーブルにより前記撮像手段に対する信号処理を行
い、映像信号を生成する信号処理装置に伝送する。１
２．前記信号処理装置は前記映像信号に前記測定手段は
測定された情報をスーパインポーズしてモニタに出力す
る。
【００８８】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、患
者の呼吸状態をリアルタイムで測定する測定手段と、前
記測定手段の少なくとも一部を患者に取り付ける取り付
け手段と、前記測定手段により測定した情報を内視鏡装
置によりユーザに告知する告知手段と、を設けているの
で、患者の呼吸状態をリアルタイムで測定し、さらのそ
の測定した情報を内視鏡装置によりユーザに告知するこ
とで、ユーザは内視鏡検査中に、患者の呼吸状態を把握
し易く、呼吸状態に異常が出た場合、速やかな発見とそ
れに対する処置を行い易い。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態を備えた内視鏡装置
の全体構成を示す図。
【図２】二酸化炭素測定装置の患者取付部付近の構造を
示す図。
【図３】ビデオプロセッサの概略の構成を示すブロック
図。
【図４】モニタの表示面に設けた呼吸情報表示エリアで
の呼吸情報の表示例を示す図。
【図５】本発明の第２の実施の形態における患者取付部
付近の構造を示す図。
【図６】図５のＡ－Ａ断面図。
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【図７】本発明の第３の実施の形態の二酸化炭素測定装
置の構成を示す図。
【図８】本発明の第４の実施の形態の呼吸状態測定装置
の構成を示す図。
【図９】外付けチャンネルタイプの内視鏡の挿入部付近
の構成を示す図。
【図１０】図９におけるマウスピース部分での形状を示
す図。
【符号の説明】
１…内視鏡装置
２…検査ベッド
３…患者
４…内視鏡
５…光源装置
６…ビデオプロセッサ
７…モニタ
７ａ…表示面
７ｂ…内視鏡画像表示エリア
７ｃ…呼吸情報表示エリア
８…二酸化炭素測定装置 *
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*１１…挿入部
１５…先端部
１８…ＣＣＤ
２１…ＣＣＤ駆動回路
２２…映像信号処理回路
２３…スーパインポーズ回路
２４…コントローラ
２５…通信インタフェース
２６…フック
２７、３２、３４…接続部
２８…チューブ
２９…患者取付部
３１…表示部
３３…ケーブル
３５…口部
３６…内視鏡挿通孔
３７…マウスピース
３８…孔
３９…鼻装着チューブ
４０…鼻装着部

【図１】 【図３】

【図４】

【図５】
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